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令和６年度岐阜県地域職業訓練実施計画 

 

令和６年４月 

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

 産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内

容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労

働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

このため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、

雇用失業情勢等に応じて、職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）第 16 

条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開

発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第３項の規

定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共

職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関

する法律（以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働

大臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図る

ことにより、労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

 本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期

間」という。）中における対象者数や訓練内容等を明確にし。計画的な公共職業

訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）実施を通じて、職業

の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、岐阜労働局、公共職

業安定所、地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職

業訓練の実施を図るものとする。   

 

 (２)計画期間 

   計画期間は、令和６年４月 1 日から令和７年３月 31 日までとする。 

 

 (３)計画の改定 

本計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うもの

とする。 

 

 

２ 労働市場の動向、課題等 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、有効求人倍率、完全失業率の悪化な

ど雇用への大きな影響がみられたものの、令和５年 11 月現在では求人の持ち直

しが堅調である。 
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令和５年の有効求人倍率（原数値）は、年平均 1.59 倍となり、令和４年の 1.64

倍から 0.05 ポイント低下しているものの、コロナ禍からの経済活動の再開に伴

って多くの業種において人手不足感が再び深刻化している。そのため、働く方の

意欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していく

ことが重要である。 

県内経済の持続的な成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、職業能

力開発への投資を推進していくことが重要である。 

 

（１）デジタル人材の職業能力開発 

  デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーショ

ン（以下 DX 等という。）の進展といった大きな変革の中で、中小企業等の着

実な事業展開、生産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育

成が求められている。加えて企業規模等によっては DX 等の進展への対応に遅

れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成

を推進するためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の

実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の

生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要であ

る。 

特にデジタル分野においては、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023

改訂版）」（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材は質・

量ともに不足、都市圏への偏在が課題とされ、課題を打開するためには、全て

の労働人口がデジタルリテラシーを身に付け、デジタル技術を活用できるよう

にすることが重要とされており、職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に

取り組むことが必要である。 

 

（２）障害者の職業能力開発 

  ハローワークにおける 新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の障害

特性やニーズに応じた就職が実現できるよう一層の環境の整備が必要である

とともに、人生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇

入れ後のキャリア形成支援を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から

雇用への移行を促進するため、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図り

つつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発を推進し、障害者の職

業の安定を図る必要がある。 

 

（３）職業訓練の実施状況 

令和５年度の新規求職者（51,611 人）のうち、求職者支援法第２条に規定す

る特定求職者に該当する可能性のある者の数は令和５年 12 月末現在で 23,950
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人（速報値）。 

 令和５年度の職業訓練の受講者数は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）     781 人（令和５年 12 月末現在） 

  ・求職者支援訓練           369 人（令和５年 12 月末現在） 

  ・在職者訓練              1,049 人（令和５年 12 月末現在） 

  ・学卒者訓練                188 人（令和５年 12 月末現在） 

令和４年度の職業訓練の就職率は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）※1    施設内訓練   87.9％ 

委託訓練   79.7％ 

  ・求職者支援訓練 ※2         基礎コース   47.8％ 

実践コース  51.9％ 

※1 定例業務統計報告調べ。令和４年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か

月までの就職状況（１か月未満の訓練コース及び橋渡し訓練は除く）。 

※2 令和４年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か月までの雇用保険適用

就職率。 

 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

令和４年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

①  応募倍率が低く、就職率が高い分野（「製造分野」「建設（施設内）分野」

「介護・医療・福祉分野」）があること 

②  応募倍率が高く、就職率が低い分野（「建設（委託）分野」「理容・美容分

野」）があること 

③  公共施設内訓練は、全国実績と対比して就職率は高いが受講者数が少ない

こと 

④  デジタル人材については、求人ニーズ、求職者ニーズとも高いこと 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和６年度の公的職業訓練は以下の方針に基

づいて実施する。 

①については、応募・受講しやすい募集訓練日程を検討した上で実施するとと

もに、訓練コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。製造分野におい

ては、「ものづくり」の魅力が伝わる広報や求職者ニーズの高いカリキュラムを

含んだコース設定の促進を図る。 

②については、求人ニーズに即した訓練内容か、十分な就職支援かについて検

討した上で運用を見直す。理容・美容分野については、地域における労働市場状

況を訓練受講希望者に対し的確に情報提供する。また、訓練実施施設による事前

説明会や見学会に参加できる機会の確保を図るとともに、訓練修了者の就職機会

の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の確保に取り組む。 

③については、開講時期の柔軟化、効果的な周知広報等、受講者数増加のため
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の取組を行う。 

④については、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図る。 

求職者支援訓練のうち、社会人としての基礎的能力を付与する基礎コースの

設定を推進するとともに、実態を踏まえた計画を策定する。 

委託訓練については、訓練期間等のニーズを踏まえた訓練コースの設定を推

進し、計画数と実績の乖離の解消に努める。 

 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１) 離職者に対する公的職業訓練 

ア 公共職業訓練の対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、そ

の他の事項 

① 施設内訓練 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校の短期課程において、基礎的

な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即戦力となる人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

国際たくみアカデミー 

職業能力開発校 

設備システム科 10 1 年 

住宅建築科 20 1 年 

合 計 30  

 

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部（以下、「機構岐阜

支部」という。）では、地域の訓練ニーズを的確に把握し、訓練内容の充実

を図る。 

企業実習を組み合わせたデュアルシステムやコミュニケーションスキル

とパソコンスキルを付与し実践的な訓練に導く橋渡し訓練も導入する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

 

 

 

 

 

岐阜職業能力 

開発促進センター 

 

 

 

 

 

 

ものづくりオペレーション科 30 

6 か月 

ものづくりデザイン科 60 

金属加工技術科 24 

電気設備技術科 30 

電気設備技術科（短期デュアル） 24 

建築ＣＡＤインテリア科 40 

ものづくりオペレーション科（橋

渡し） 
6 

 

 

1 か月 

 

 

 

ものづくりデザイン科（橋渡し） 12 

金属加工技術科（橋渡し） 4 

電気設備技術科（橋渡し） 6 

電気設備技術科（DS）（橋渡し） 6 
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岐阜職業能力 

開発促進センター 

 

建築ＣＡＤインテリア科 

（橋渡し） 
6 １か月 

合 計 248  

 

② 委託訓練 

・県では建設、製造、介護等人手不足が顕著な分野において、産業界のニーズ

と定員充足率の推移を踏まえたコース設定する。 

・デジタル人材の育成のため、デジタル分野において 245 人のコース設定を

行う。 

・ＤＸ推進スキル標準に対応するコースを新設する。 

・子育て中の女性の再就職を支援するため、託児付きコースを積極的に設置

する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

 

イ 求職者支援訓練 

① 対象者数（定員）、目標（就職率） 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や

自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する

訓練科（訓練職種） コース数 定員数 
うち前年度繰越 

コース数 定員数 

情報ビジネス（情報） 19 310 9 140 

就職氷河期世代（情報） 2 40 1 20 

総務・経理事務（事務） 9 180 4 80 

医療事務（事務） 7 140 3 60 

不動産ビジネス（サービス） 1 15 0 0 

CAD（製造） 5 75 2 30 

介護員養成（介護） 4 62 1 15 

モノづくり技能（製造） 1 15 0 0 

産業人材育成（未定） 2 30 1 15 

web プログラミング（情報） 10 175 3 55 

新情報産業（情報） 5 100 2 40 

DX 推進スキル標準（情報） 4 65 0 0 

ＩＴ活用（情報） 3 60 1 20 

建設機械運転（建設） 3 45 1 15 

大型自動車免許 1 10 0 0 

定住外国人（介護） 4 60 1 15 

保育士養成科（サービス） 6 49 3 25 

介護福祉士養成科（介護） 4 42 2 20 

合 計 90 1,473 34 550 

※前年度繰越は一部定員ベースとする。 
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雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、430 人程度に訓練機

会を提供するため、訓練認定規模 728 人程度を上限とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を

目指す。 

② 職業訓練の内容等  

・基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得す

る職業訓練（実践コース）を設定することとし、岐阜県の認定規模の割合

は以下のとおりとする。  

基礎コース  訓練認定規模の 30％程度 

実践コース  訓練認定規模の 70％程度  

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、 

    介護分野 20％を下限の目安として設定する。  

・新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。  

基礎コース  30％ 

実践コース  10％ 

・新規参入枠については、地域において必ず設定し、かつ、上記の値を超え

てはならないこととする。 

・新規参入枠については、①職業訓練の案等が良好なものから認定、②①

以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定す

る。  

・受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワ

ークと関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリア

コンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。  

③ 分野に応じた訓練コースの設定等  

・IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、

IT、Webデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上

乗せ措置、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライ

ン訓練（eラーニングコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費へ

の奨励金支給措置により、訓練コースの設定を推進する。  

・IT 分野、デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニーズに

即した訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施する。  

・IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるス

キル（資格など）の見える化・明確化を進める。 

・介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの

奨励金支給措置により、訓練コースの設定を促進する。  

・介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応

募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練

コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を実施する。  

・育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実 
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施期間・時間に配慮した訓練コースやオンライン訓練(e ラーニング含む)、 

託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、離職者訓練の訓練科

目の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに即し

た効果的な訓練の取入れを行うものとする。 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー及び木工芸術スクールにおいて、地場産業や

地域の企業等の人材ニーズを踏まえたコースを設定し、在職者に対する職業

訓練を実施する。 

施設名 コース 定員 訓練科 

国際たくみアカデミー 49 576  

 

職業能力開発校 14 140 配管科、ブロック科 

職業能力開発短期大学校 31 436 
機械加工科、生産管理科、機

械検査科他 

木工芸術スクール 5 50 木工科 

合 計 54 626  

 

・機構岐阜支部では、在職者に対する職務の高度化・多様化に対応した職業能

力開発を推進するため、能力開発セミナー（ものづくり分野）及び事業主が

自ら実施する教育訓練に対する指導員の派遣・施設設備の開放等を実施する

令和６年度求職者支援訓練計画
基礎コース地域割・実践コース全県枠　

計

岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨

218 30 30 15 15 20 15 15 15 20 15 15 0 13 0 0 0

510

介護系 100

医療事務系 50

デジタル系 150

その他の成長分野など 210

728

※ 新規枠については、基礎コースは訓練認定規模の30％、実践コースは訓練認定規模の10％をそれぞれ上限として設定する。

※　第2四半期の岐阜・中濃地域の基礎コースのうち15人は学卒未就職・フリーター・非正規等対象コースを優先とする。第２四半期の岐阜・中濃地域の基礎コースのうち15人は学卒未就職・フリーター・非正規等対象コースを優先とする。

※　同一月・同一コース・同一ハローワーク管内の訓練は１コースのみとする。同一月・同一コース・同一ハローワーク管内の訓練は１コースのみとする。

※　同一実施施設から同一分野の通常訓練は各四半期ごとに１コースのみとする。同一実施施設から同一分野の通常訓練は各四半期ごとに１コースのみとする。

※ ある認定単位期間で余剰定員が発生した訓練分野の定員については、同一認定単位期間内で、基礎コースと実践コース間の振替及び

実践コースの他分野へ振替を可能とする。

※ 認定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止となった訓練コースの繰越分については、基礎コースと実践コース間の振替

及び実践コースの他分野へ振替を可能とする。

基礎コース

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実践コース 180 130 110 90

0

40

全県枠 全県枠 全県枠 全県枠

40 40 30

70 60 40 40

40 20 20 20

30 10 10

合　計 270 195 160 103

※
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ことにより、高度で多様な人材育成の機会を提供し、在職者に対する積極的

な支援を行う。 

施設名 コース 定員 訓練分類 

岐阜職業能力開発促進 

センター 
122 

1,209 

(目標 340) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理 

東海職業能力開発大学校 142 
1,525 

(目標 970) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理、教育／

安全 

合 計 264 2,734  

 

イ 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされて

いる在職者訓練の訓練科の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等

の具体的なニーズに即したオーダーメイド型セミナーも行うものとする。 

 

（３）学卒者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校及び木工芸術スクールの普

通課程において、基礎的な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即

戦力となる人材を育成する。また、国際たくみアカデミー職業能力短期大

学校の専門課程においては、モノづくりを中心とした現場のリーダーとな

る人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 

施設名 訓練科名 
定員 

（延定員） 
期間 

国際たくみ 

アカデミー 

職業能力 

開発校 
自動車エンジニア科 20 （40） 2 年 

職業能力開発 
短期大学校 

生産技術科 20 （40） 2 年 

建築科 20 （40） 2 年 

木工芸術スクール 木工科 30 （30） 1 年 

合  計 90（150）  

 

・東海職業能力開発大学校では、専門課程では即戦力となる高度な人材を養

成する。また、応用課程においては、「ものづくり」における高度な技能・

技術等を習得し、生産現場のリーダーを養成する。 

・就職率は 95％を目指す。 

施設名 訓練科名 定員（延定員） 期間 

東海職業

能力開発

大学校 

専門課程 

生産機械技術科（生産技

術科） 
20（40）  

2 年 

 
電気エネルギー制御科 20（40） 

電子情報技術科 25（55） 



9 

 

東海職業 

能力開発

大学校 

応用課程 

生産機械システム技術科 20（40）  

2 年 
生産電気システム技術科 25（45） 

生産電子情報システム技

術科 
30（60） 

合  計 140（280）  

 

イ 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練科の見直しを行うものとす

る。 

学卒者訓練の訓練科のうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低調

なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等

（訓練カリキュラム）の見直しを図るものとする。  

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、その他の事項 

・県では、障がい者職業能力開発校の短期課程において、一般就労を目標と

し、必要な技能習得に加え社会人として自立した職業生活を送るための能

力を習得し、即戦力となる人材を育成する。 

・就職率は 70％を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業・特定非営利活動法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し

て、障がい者の特性やニーズを踏まえた公共職業訓練（障がい者委託訓練）

を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障がい者の

就職を支援する。 

また、訓練を効果的に実施するため、委託先の開拓や訓練生の募集、訓

練カリキュラムの作成、訓練の管理・フォローアップ、関係機関との連絡

調整を行うコーディネーターを県労働雇用課及び木工芸術スクールに配

置する。 

・就職率は 55％を目指す。 

訓練コース 訓練期間 計画定員 

知識・技能習得訓練コース - 30 

 
IT 技能習得訓練科 2.5 か月 25 

ＰＣ・コミュニケーションスキル養成科 2 か月 5 

実践能力習得訓練コース 3 か月以内 15 

特別支援学校早期訓練コース 1 か月 3 

合  計 48 

施設名 訓練科名 定員(延定員) 期間 

岐阜県立障がい者

職業能力開発校 

基礎実務科 10  1 年 

OA ビジネス科 10 1 年 

Web デザイン科 10 1 年 

合  計 30  
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イ 障がい者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

訓練科については、障がい者の特性や実態、就業ニーズ及び企業の人材ニ

ーズを踏まえ設定する。定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものに

ついては、その原因の把握及び分析を行った上で、次年度に向けて内容や周

知方法等の見直しを検討するほか、受講者に対し公共職業安定所等との連携

強化の下、職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上

を図るものとする。 

また、障がい者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、

福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

さらに、障がい者の福祉から就労への移行を促進するため、障害者福祉施

策と密接な連携を図るものとする。 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

（１）訓練受講者に対する就職支援等 

   訓練受講者の就職支援については、国（労働局・公共職業安定所）、岐阜県、

機構岐阜支部及び各訓練実施機関との連携により、訓練受講中から訓練受講者

の求職状況の把握、求人情報の提供、ジョブ・カードを活用したキャリアコン

サルティング、公共職業安定所窓口で職業相談等の支援を実施する。 

     また、訓練修了後においても、訓練実施機関と公共職業安定所が連携して就

職に向けた必要な支援を継続実施する。 

 

（２）地域におけるリスキリングの推進 

   県と市町村は、地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のた

め、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する以下

の事業に取り組むことができる。 

① 経営者等の意識改革・理解促進 

② リスキリングの推進サポート 

③ 従業員の理解促進・リスキリング支援等 

なお、実施する事業については、県が別途事業一覧として取りまとめ、岐阜

県地域職業能力開発促進協議会に報告するものとする。 



岐阜県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野（02） 185 0 125 0 60

営業・販売・事務分野（03） 480 0 360 0 120

医療事務分野（04） 130 0 80 0 50

介護・医療・福祉分野（05） 238 0 138 0 100

デザイン分野（11） 210 0 120 0 90

運送サービス分野（12） 10 0 10 0 0

電気関連分野（15） 54 0 0 54 0

製造分野（16）（17） 189 0 60 114 15

建設関連分野（18） 115 30 30 40 15

理容・美容関連分野（19） 30 0 0 0 30

その他の分野（20） 30 0 0 0 30

218 0 0 0 218

合計 1,889 30 923 208 728

（参考）
デジタル分野

395 0 245 0 150

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）

求職者支援訓練（基礎コース）（00等）

ハロートレーニング（離職者向け職業訓練）の６年度計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（高齢・障害・求職者支
援機構）

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画


